
令和２年９月１６日 

総 務 局 

 

東京都行政書士会に所属する行政書士について、行政書士法（昭和２６年法律第４

号。以下「法」という。）第１４条の規定に基づき、下記の行政処分を行いました。 

 

記 

 

処分年月日  令和２年９月１６日 

 

処 分 内 容  ６月間の業務の停止 

        （令和２年９月２５日から令和３年３月２４日まで） 

 

処 分 理 由  法第１０条に違反する以下の事実が確認できたため、処分を実施す

る。 

 ⑴ 被処分者は、平成２３年６月９日に、依頼者からビザ取得申請

業務を受任し、業務が途中で滞ったために契約解除と書類の返還

を求められたが応じなかった。 

⑵ 被処分者は、平成２３年１１月２４日に、申請要件を欠く依頼

者から在留資格許可申請業務を受任し、業務着手前に契約解除及

び報酬の返還を求められたが応じなかった。 

⑶ 被処分者は、平成２３年１２月２８日に、申請要件を欠く依頼

者から帰化許可申請業務を受任し、業務完了前に契約解除及び報

酬の返還を求められたが応じなかった。 

⑷ 被処分者は、平成２３年９月２７日に、依頼者から在留期間更

新許可申請業務を受任し、業務着手前に契約解除及び報酬の返還

を求められたが応じなかった。 

⑸ 被処分者は、平成２３年１１月２１日に、依頼者から在留期間

更新許可申請業務を受任し、被処分者の不十分な業務内容から不許

可となったために、契約解除及び報酬の返還を求められたが応じな

かった。 

 

処 分 根 拠  法第１４条第２号 

行政書士に対する行政処分について 

【問合せ先】 

総務局行政部振興企画課住民台帳担当 

(直通)03-5388-2448 

 

 


